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化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲

げ
る
化
学
物
質
と
す
る
。

げ
る
化
学
物
質
と
す
る
。

一
～
三
十
四

（
略
）

一
～
三
十
四

（
略
）

三
十
五

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
関
連
物
質
（
次
に
掲
げ
る
化
学
物

三
十
五

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
関
連
物
質
（
次
に
掲
げ
る
化
学
物

質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

三
・
三
・
四
・
四
・
五
・
五
・
六
・
六
・
七
・
七
・
八
・
八
・
九

ロ

三
・
三
・
四
・
四
・
五
・
五
・
六
・
六
・
七
・
七
・
八
・
八
・
九

・
九
・
十
・
十
・
十
―
ヘ
プ
タ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
デ
カ
ン
―
一
―
オ
ー

・
九
・
十
・
十
・
十
―
ヘ
プ
タ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
デ
カ
ン
―
一
―
オ
ー

ル
（
別
名
八
：
二
フ
ル
オ
ロ
テ
ロ
マ
ー
ア
ル
コ
ー
ル
）

ル
（
別
名
八
：
二
フ
ル
オ
ロ
テ
ロ
マ
ー
ア
ル
コ
ー
ル
。
以
下
「
八
：

二
フ
ル
オ
ロ
テ
ロ
マ
ー
ア
ル
コ
ー
ル
」
と
い
う
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三
十
六

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ

三
十
六

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ

Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
）
若
し
く
は
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ア
ル
カ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（

Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
）
若
し
く
は
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ア
ル
カ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（

構
造
が
分
枝
で
あ
つ
て
、
炭
素
数
が
六
の
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い

構
造
が
分
枝
で
あ
つ
て
、
炭
素
数
が
六
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ

て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
塩
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し
く
は
そ
の

ら
の
塩
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の

異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
」
と
い
う
。
）

塩
」
と
い
う
。
）

三
十
七

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
関
連
物
質

（
新
設
）

（
（
ト
リ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
キ
ル
）
ス
ル
ホ
ニ
ル
基
（
炭
素
数
が
六

の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
［
（
ト
リ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
キ
ル
）
ス
ル
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フ
ィ
ニ
ル
］
オ
キ
シ
基
（
炭
素
数
が
六
の
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る

化
合
物
で
あ
つ
て
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
ペ
ル
フ

ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
又
は
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ア

ル
カ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
）
を
生
成
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経

済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
化
学
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
三
十
八

二
―
（
二
Ｈ
―
一
・
二
・
三
―
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
二
―

三
十
七

二
―
（
二
Ｈ
―
一
・
二
・
三
―
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
二
―

イ
ル
）
―
四
・
六
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ペ
ン
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別

イ
ル
）
―
四
・
六
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ペ
ン
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別

名
Ｕ
Ｖ
―
三
二
八
。
第
七
条
の
表
二
十
二
の
項
に
お
い
て
「
Ｕ
Ｖ
―
三

名
Ｕ
Ｖ
―
三
二
八
。
第
七
条
の
表
二
十
一
の
項
に
お
い
て
「
Ｕ
Ｖ
―
三

二
八
」
と
い
う
。
）

二
八
」
と
い
う
。
）

三
十
九
・
四
十

（
略
）

三
十
八
・
三
十
九

（
略
）

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
第
三
十
五

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
第
三
十
五

号
ハ
又
は
第
三
十
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令

号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
の
制
定
又
は
改
正

の
制
定
又
は
改
正
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第

の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
十
一
条
の
表
の
上

十
一
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
審
議
会
等
（

げ
る
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定

）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

す
る
機
関
を
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
す
る
こ
と
が

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
製
品
）

で
き
な
い
製
品
）

第
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上

第
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
製
品
（
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替

げ
る
製
品
（
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み
て
輸
入
す
る
こ
と

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み
て
輸
入
す
る
こ
と

が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。

が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。
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第
一
種
特
定
化
学
物
質

製

品

第
一
種
特
定
化
学
物
質

製

品

一
～
二
十

（
略
）

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

（
略
）

二
十
一

ペ
ル
フ
ル
オ

一

は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能
を
与

（
新
設
）

（
新
設
）

ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一

え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
生
地

―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
関

二

金
属
の
加
工
に
使
用
す
る
エ
ッ
チ
ン

連
物
質

グ
剤

三

半
導
体
の
製
造
に
使
用
す
る
エ
ッ
チ

ン
グ
剤

四

メ
ッ
キ
用
の
表
面
処
理
剤
及
び
そ
の

調
製
添
加
剤

五

半
導
体
の
製
造
に
使
用
す
る
反
射
防

止
剤

六

半
導
体
用
の
レ
ジ
ス
ト

七

は
つ
水
剤
、
は
つ
油
剤
及
び
繊
維
保

護
剤

八

消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び

泡
消
火
薬
剤

九

は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能
を
与

え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
衣
服

十

は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能
を
与

え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
床
敷
物

二
十
二

Ｕ
Ｖ
―
三
二

（
略
）

二
十
一

Ｕ
Ｖ
―
三
二

（
略
）
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八

八

二
十
三

デ
ク
ロ
ラ
ン

（
略
）

二
十
二

デ
ク
ロ
ラ
ン

（
略
）

プ
ラ
ス

プ
ラ
ス

附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

３

法
第
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

３

法
第
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

期
日
ま
で
の
間
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い

期
日
ま
で
の
間
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い

て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
と
す
る
。

て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
と
す
る
。

期
日

第
一
種
特
定
化
学

用
途

期
日

第
一
種
特
定
化
学

用
途

物
質

物
質

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

令
和
七
年
十
二
月

八
：
二
フ
ル
オ
ロ

穿
刺
若
し
く
は
切
開
を
伴

せ
ん

三
日

テ
ロ
マ
ー
ア
ル
コ

う
方
法
又
は
人
の
体
内
に

ー
ル

植
え
込
む
方
法
で
用
い
ら

れ
る
医
療
機
器
の
製
造
に

使
用
す
る
合
成
樹
脂
の
原

料
と
な
る
一
―
［
（
三
・

三
・
四
・
四
・
五
・
五
・

六
・
六
・
七
・
七
・
八
・

八
・
九
・
九
・
十
・
十
・

十
―
ヘ
プ
タ
デ
カ
フ
ル
オ
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ロ
デ
シ
ル
）
オ
キ
シ
］
プ

ロ
パ
ン
―
二
―
イ
ル
＝
メ

タ
ク
リ
ラ
ー
ト
の
製
造

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

４

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
当
分
の
間
、
次
の

４

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
当
分
の
間
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
製
品
と
す
る
。

掲
げ
る
製
品
と
す
る
。

第
一
種
特
定
化
学

製

品

第
一
種
特
定
化
学

製

品

物
質

物
質

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し

（
略
）

Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し

（
略
）

く
は
そ
の
異
性
体

く
は
そ
の
異
性
体

又
は
こ
れ
ら
の
塩

又
は
こ
れ
ら
の
塩

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（

消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬

（
新
設
）

（
新
設
）

ヘ
キ
サ
ン
―
一
―

剤

ス
ル
ホ
ン
酸
）
関

連
物
質


